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あなたのチカラを
四国のために発揮しませんか？

四国運輸局の組織

　いま四国は、急速に進行する人口減少・少子高齢化等の大きな課題に直面しています。

　地域公共交通の維持・活性化や観光交流の拡大、海事産業や鉄道、バス、トラックといった運輸事
業の振興等を通じて、四国の活性化を図りながら、使命の根幹である輸送の安全・安心確保に取り組
んでいます。

　また、地域に根ざした窓口機関として、国と地方自治体や交通事業者、住民等の地域のみなさんと
を「つなぐ」役割を果たし、地域における諸課題の解決に向けて取り組んでいます。

　このパンフレットを通して、四国運輸局の業務に興味をもっていただければ幸いです。
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四国運輸局の使命と業務

国土交通省本省

四国運輸局

局長
総務課
人事課
会計課　　
安全防災・危機管理課　　広報対策官

交通企画課
環境・物流課
共生社会推進課

観光企画課
国際観光課
観光地域振興課

計画課
技術・防災課
鉄道安全監査官
安全指導推進官

旅客課
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自動車監査官

整備・保安課
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船舶産業課
船員労政課

海事保安・事故対策調整官
船舶安全環境課
船員労働環境・海技資格課
運航労務監理官
船舶検査官　船舶測度官　海技試験官
外国船舶監督官

徳島運輸支局（本庁舎、応神町庁舎）
香川運輸支局
愛媛運輸支局　今治海事事務所　宇和島海事事務所
高知運輸支局（本庁舎、大津庁舎）

総務部

交通政策部

観光部

鉄道部

自動車交通部

自動車技術安全部

海事振興部

海上安全環境部

安全・安心を
「守る」

人材と産業を
「育てる」

技術の視点で
「高める」

地域公共交通を
「支える」

観光で四国を
「興す」
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［組織イメージ図］

国土交通省の出先機関として

交通と観光を専門に業務を行っている省庁です。

１番の使命である

運輸の安全・安心を守ることを土台としつつ
公共交通の維持活性化や観光振興等の業務を行っています。

約３００人とコンパクトな組織となっており
他部署や本局・支局間で連携が取りやすい環境です。

行政職で構成される部署が多く、
資格等がなくても専門分野で活躍することが可能です。

また、行政職と技術職は日々連携しながら業務を行っており、
部署によっては両者ともに配属されることもあります。

近年の採用では男女間の比率に差がなくなっており、女性も活躍出来る環境となっています。

各世代がバランスよく所属しており
先輩職員のノウハウを吸収しながら

若手職員も中心となって活躍しています。

※各データはR7.1.1現在
※男女比率は行政職

職員数 職員の年齢構成

男女比率 過去５年採用の男女比率

行政職と技術職の比率 採用実績
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（本庁舎）
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四国運輸局
（本局）

●四国運輸局（本局）　●運輸支局（本庁舎）　■運輸支局（分庁舎）　○海事事務所
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四国運輸局
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地方公共交通の支援
　自治体が考える地方公共交通の取組計画について、作成に向け
た支援や助言を行っています。また、フィーダー（地域幹線系統に接
続する支線）路線に対する補助金交付事務も担っています。各県毎
に担当が分かれており、それぞれの自治体や事業者からの相談や
会議への出席、補助事業の執行状況を確認するため現場に赴くな
ど課題解決に向けた様々な働きかけを行っています。

公共交通の利用促進
　公共交通への理解と関心を深めるため様々なイベントを開催して
います。毎年「四国まるごと公共交通利用促進キャンペーン」として四
国4県で子供向けのイベントを開催するほか、公共交通をテーマにし
た絵画コンクールを開催し、優秀な絵画には表彰を行っています。

公共交通利用促進キャンペーンでは子供でも楽しむことが出来るブース
を設けることで公共交通を身近に感じてもらいます。

交 通 企 画 課

各 課 の 紹 介

倉庫業の登録、監査業務
　寄託を受けた物品を倉庫において保管する事業を倉庫業と呼
び、事業を行う場合は倉庫業法に基づく登録が必要です。保管
する物品に応じて倉庫の種類があり要件に合致しているか審査
を行います。また、適正な運営がなされているか定期的に監査
を行っています。

物流効率化・グリーン化の推進
　輸送網の集約やトラック輸送から鉄道・船舶へ輸送を転換す
るモーダルシフト等、物流の効率化・グリーン化に取り組む事
業者への補助制度が設けられており、活用いただくための支援
や計画の認定を行っています。物流業界の2024年問題などか
ら今注目される分野です。

毎年職員が小学校に出向き「交通安全・省エネトラック授業」を実施し
ています。トラックの役割や交通安全、交通分野の省エネの大切さにつ
いて学ぶ体験型学習を行っています。

環 境 ・ 物 流 課

バリアフリー化の推進
　誰もが自然に快くサポートできる「心のバリアフリー」社
会を実現するため、小学校や公共交通事業者等を中心に「バ
リアフリー教室」を開催しています。また、自治体に対して
移動等円滑化促進方針や基本構想の作成の促進、障がい当事
者の方々や自治体・公共交通事業者との意見交換、バリアフ
リー進捗状況の把握も行っています。

公共交通事故被害者支援・行政相談
　公共交通事故に遭われた被害者・ご遺族の方々への支援を
行っています。また自動車・鉄道・船舶などの各運輸モードへ
のご意見や提言など、担当部署と連携しながら解決に向けて働
きかけています。

　一定の距離に駅やバス停などが存在しない地域は、
「交通空白地域」と呼ばれています。国土交通省では「交
通空白」解消本部を設置し、乗合タクシーや日本版ライ
ドシェア、公共ライドシェア等の導入を後押しすることで
「交通空白」の解消に向けた各自治体の取り組みを支援
しています。四国運輸局でも、自動車交通部や観光部、
鉄道部など様々な部が連携し、各自治体や交通事業者
への積極的な働きかけを行うことで「交通空白」の解消
に取り組んでいます。

公共ライドシェアとは？
　バス事業やタクシー事業による輸送手段の確保が困難な地域にお
いて、関係者間での協議が調った場合に、市町村やNPO法人など
が自家用車を活用し提供する有償の旅客運送を指します。

日本版ライドシェアとは？
　地域交通の「担い手」「移動の足」不足解消のため、タクシー事業者
の管理の下で自家用車・一般ドライバーを活用した運送サービスの提
供を可能とした新たな制度のことです。いわゆるライドシェアは、一般
ドライバーが許可・登録を得ずに自家用自動車を使用し有償で運送
サービスを提供することですが、これは道路運送法で禁止される「白
タク」行為に該当します。日本版ライドシェアは、タクシー会社が運行
を管理することで安全・安心を担保した上で運用しています。 障がい当事者の方や有識者を招請したセミナー等を通して、自治体・公共交

通事業者等の「障害の社会モデル」の理解促進に取り組んでいます。

共生社会推進課

地域公共交通の確保・維持・改善に

向けて、自治体や事業者等多様な主

体と連携しながら地域の取り組みを

サポートし、公共交通への理解と関

心を深めてもらうこと、持続可能な

物流やバリアフリー推進に向けた

取り組みを行っています。

交通政策部
T r a n s p o r t  P o l i c y  D e p a r t m e n t　

　障がい当事者の方 ・々事業者との会議やバリアフリー教
室の運営、SNSを通じたバリアフリーに関する活動の広報
などを行っています。その他、行政相談の窓口業務も行っ
ています。
　特に印象に残っているのがバリアフリー教室で、小学生か
ら「バリアフリーの大切さを学べて良かった」と聞いた時は開
催した意義があったと実感しました。
　交通政策部の各課で担う業務は異なりますが、公共交通
機関をいかに身近で利用しやすく発展的なものとなるか
日々考えながら業務を行っています。

公共交通をもっと身近に

交通空白の解消

交通政策部 Transport Policy Department　6  Transport Policy Department　交通政策部 7

誰もが利用しやすい
公共交通を目指して
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する物品に応じて倉庫の種類があり要件に合致しているか審査
を行います。また、適正な運営がなされているか定期的に監査
を行っています。

物流効率化・グリーン化の推進
　輸送網の集約やトラック輸送から鉄道・船舶へ輸送を転換す
るモーダルシフト等、物流の効率化・グリーン化に取り組む事
業者への補助制度が設けられており、活用いただくための支援
や計画の認定を行っています。物流業界の2024年問題などか
ら今注目される分野です。

毎年職員が小学校に出向き「交通安全・省エネトラック授業」を実施し
ています。トラックの役割や交通安全、交通分野の省エネの大切さにつ
いて学ぶ体験型学習を行っています。

環境・物流課

バリアフリー化の推進
　誰もが自然に快くサポートできる「心のバリアフリー」社
会を実現するため、小学校や公共交通事業者等を中心に「バ
リアフリー教室」を開催しています。また、自治体に対して
移動等円滑化促進方針や基本構想の作成の促進、障がい当事
者の方々や自治体・公共交通事業者との意見交換、バリアフ
リー進捗状況の把握も行っています。

公共交通事故被害者支援・行政相談
　公共交通事故に遭われた被害者・ご遺族の方々への支援を
行っています。また自動車・鉄道・船舶などの各運輸モードへ
のご意見や提言など、担当部署と連携しながら解決に向けて働
きかけています。

　一定の距離に駅やバス停などが存在しない地域は、
「交通空白地域」と呼ばれています。国土交通省では「交
通空白」解消本部を設置し、乗合タクシーや日本版ライ
ドシェア、公共ライドシェア等の導入を後押しすることで
「交通空白」の解消に向けた各自治体の取り組みを支援
しています。四国運輸局でも、自動車交通部や観光部、
鉄道部など様々な部が連携し、各自治体や交通事業者
への積極的な働きかけを行うことで「交通空白」の解消
に取り組んでいます。

公共ライドシェアとは？
　バス事業やタクシー事業による輸送手段の確保が困難な地域にお
いて、関係者間での協議が調った場合に、市町村やNPO法人など
が自家用車を活用し提供する有償の旅客運送を指します。

日本版ライドシェアとは？
　地域交通の「担い手」「移動の足」不足解消のため、タクシー事業者
の管理の下で自家用車・一般ドライバーを活用した運送サービスの提
供を可能とした新たな制度のことです。いわゆるライドシェアは、一般
ドライバーが許可・登録を得ずに自家用自動車を使用し有償で運送
サービスを提供することですが、これは道路運送法で禁止される「白
タク」行為に該当します。日本版ライドシェアは、タクシー会社が運行
を管理することで安全・安心を担保した上で運用しています。 障がい当事者の方や有識者を招請したセミナー等を通して、自治体・公共交

通事業者等の「障害の社会モデル」の理解促進に取り組んでいます。

共生社会推進課

地域公共交通の確保・維持・改善に

向けて、自治体や事業者等多様な主

体と連携しながら地域の取り組みを

サポートし、公共交通への理解と関

心を深めてもらうこと、持続可能な

物流やバリアフリー推進に向けた

取り組みを行っています。

交通政策部
T r a n s p o r t  P o l i c y  D e p a r t m e n t　

　障がい当事者の方 ・々事業者との会議やバリアフリー教
室の運営、SNSを通じたバリアフリーに関する活動の広報
などを行っています。その他、行政相談の窓口業務も行っ
ています。
　特に印象に残っているのがバリアフリー教室で、小学生か
ら「バリアフリーの大切さを学べて良かった」と聞いた時は開
催した意義があったと実感しました。
　交通政策部の各課で担う業務は異なりますが、公共交通
機関をいかに身近で利用しやすく発展的なものとなるか
日々考えながら業務を行っています。

公共交通をもっと身近に

交通空白の解消

交通政策部 Transport Policy Department　6  Transport Policy Department　交通政策部 7

誰もが利用しやすい
公共交通を目指して



観光ビジョン推進四国ブロック戦略会議
　政府が掲げる「2030年に訪日外国人旅行者6,000万人」
の実現に向け、４つのワーキンググループ（受入環境、ク
ルーズ、交通対策、魅力向上）を設置し、各県や関係団体、
航空会社等が参画する“四国における観光戦略”を話し合う
ための会議を主催しています。

インバウンド消費の拡大・質向上推進事業
　四国の魅力を世界に発信し、さらなる訪日誘客を促進する
ため、我が国が誇る観光資源（自然、文化、食、スポーツ
等）を、早朝夜間や未公開エリアと組み合わせるなどして、
特別な体験や期間限定といったプレミアムな取り組みを創出
する支援を行っています。

国 際 観 光 課

ＤＭＯ（観光地域づくり法人）との連携・支援
　DMOが行う観光地域づくりの取り組みに対して各種補助
金や会議体の開催、企画などに関する助言等を通して支援し
ています。最近ではマーケティングをテーマにしたDMO事
業に対して支援を行うことでDMOの抱える課題解決を進め
ています。

観光地域動向調査事業
　訪日外国人旅行者の周遊が少ない地域に着目し、地域の観
光資源の掘り起こしやニーズに合うよう磨き上げにつながる
調査・分析を行うことで、周遊を促進させることを目的とし
た調査事業を行っています。

観 光 地 域 振 興 課

宿泊業の高付加価値化
　宿泊客のためのバリアフリーの工夫や、労働環境の改善、
ITを活用した業務見直し等に取り組む宿泊事業者を「高付加
価値経営旅館等」に登録することで、観光庁の補助金を活用
しやすくするといった支援を行っています。

訪日外国人旅行者受入環境整備事業
　職員が地域の新たなニーズや課題の解決に向けた取り組
みについて案件形成し、毎年実証事業を実施しています。
令和６年度は高知県仁淀川流域にある「にこ淵」の入域協
力金の電子決済化を活用した地域周遊促進のための実証事
業を行いました。

観 光 企 画 課

各 課 の 紹 介

能舞台を貸し切って、非日常の特別な体験を演出する取り組みが行われ
ており、観光関係者に対し補助金等の形で支援を行っています。

「にこ淵」のそばには募金箱が設置されていますが、現金を持っていな
い人もスマホで募金に協力できるよう、職員と地域の方が相談し、電子
決済を取り入れることになりました。

　観光需要が高まる中、宿泊業の人材確保は大きな課

題となっています。宿泊業は労働時間が長く休日が少

ないことから離職率が高く、コロナ禍による人材削減

もあり人材不足の影響が大きくなっています。

　四国運輸局では一人でも多くの人材確保に向けて外

国人留学生向け宿泊業体験ツアーの実施など独自の取

り組みを進めています。
ユニバーサルツーリズム(※)の普及を目指し受入環境を整えるためのイ
ンバウンド向け調査事業として車いすユーザーが四国を訪れることを想
定したモニターツアーを実施しました。
※高齢や障害の有無にかかわらず、すべての人が安心して楽しめる旅行のこと

観光庁や関係団体・自治体・事業者等

と連携しながら、四国の観光資源の

充実・魅力向上、快適な旅行のため

の受入環境整備、持続可能な観光地

域づくりなどに向けて、補助金をご

活用いただくことによる支援業務や

実証・調査事業を行っています。

観光部
T o u r i s m  D e p a r t m e n t　

　観光企画課で補助金を利活用いただくため事業者からの
相談対応や、会議資料の作成などを担当しています。関係団
体や自治体等と協力をしながら、主に「支援」という立場で四
国の観光を盛り上げるため尽力しています。　　
　出張や現地調査の中で事業者の方から地域の課題を聞く
機会が多くあり、運輸局で出来ることを日々模索しながらや
りがい・充実感をもって働くことが出来ています。
　また、各課で業務内容が共通する部分もあるため観光部
全体で横断的に業務を行うこともあります。　

観光から地域の発展を目指して

宿泊業の人材不足

観光部　Tourism Department8 Tourism Department　観光部 9

観光支援を通して
四国を盛り上げる
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ための会議を主催しています。
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　四国の魅力を世界に発信し、さらなる訪日誘客を促進する
ため、我が国が誇る観光資源（自然、文化、食、スポーツ
等）を、早朝夜間や未公開エリアと組み合わせるなどして、
特別な体験や期間限定といったプレミアムな取り組みを創出
する支援を行っています。

国際観光課
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　DMOが行う観光地域づくりの取り組みに対して各種補助
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ており、観光関係者に対し補助金等の形で支援を行っています。
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ンバウンド向け調査事業として車いすユーザーが四国を訪れることを想
定したモニターツアーを実施しました。
※高齢や障害の有無にかかわらず、すべての人が安心して楽しめる旅行のこと
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と連携しながら、四国の観光資源の

充実・魅力向上、快適な旅行のため

の受入環境整備、持続可能な観光地

域づくりなどに向けて、補助金をご

活用いただくことによる支援業務や

実証・調査事業を行っています。

観光部
T o u r i s m  D e p a r t m e n t　

　観光企画課で補助金を利活用いただくため事業者からの
相談対応や、会議資料の作成などを担当しています。関係団
体や自治体等と協力をしながら、主に「支援」という立場で四
国の観光を盛り上げるため尽力しています。　　
　出張や現地調査の中で事業者の方から地域の課題を聞く
機会が多くあり、運輸局で出来ることを日々模索しながらや
りがい・充実感をもって働くことが出来ています。
　また、各課で業務内容が共通する部分もあるため観光部
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観光支援を通して
四国を盛り上げる



鉄道施設の安全審査
　鉄道等の施設が新設された場合や変更があった場合の許認
可業務として、基準への適合性の確認を行っています。大規
模な場合は現地で完成検査を実施します。

鉄道施設の減災対策・復旧支援
　鉄道施設の耐震対策を推進するため、橋梁や高架橋の耐震
対策費用の一部を補助しています。
一度災害が発生した場合には、被災状況の調査や復旧作業の
進捗確認等を行うとともに、災害復旧事業費の補助も行って
います。

技 術 ・ 防 災 課

監査業務
　鉄道・軌道・索道の安全運行の確保、安全管理体制の向
上を図るため、施設や車両、運転取り扱い等の状況につい
ての保安監査を実施しています。計画的な監査に加え、
春・秋の交通安全運動や年末年始総点検等、様々な機会を
通じて、鉄道・軌道・索道事業者へ立ち入り、指導・監督
を行っています。

鉄 道 安 全 監 査 官
鉄道の運転
　運転士になるための動力車操縦者運転免許試験を実施する
とともに、合格者に免許証の交付を行っています。

鉄道運転事故等への対応
　鉄道運転事故及び事故が発生するおそれがあると認められ
る事態等の調査、原因究明及び再発防止対策の指示・指導を
行っています。また、運輸安全委員会が行う、鉄道事故等調
査に係る支援業務も行っています。

安 全 指 導推進官

鉄道事業の許認可
　鉄道事業における許認可業務として、主に運賃・料金の設
定、変更に係る申請について審査を行っています。

地方鉄道の維持・活性化に関する支援
　地方鉄道の維持・活性化と輸送の安全を確保するため、信
号保安設備、線路設備、車両設備等の更新を鉄道事業者への
補助金の交付を通じて支援しています。また、高齢者や障害
者、訪日外国人旅行者などの移動手段を確保するため、低床
式車両の導入や案内設備の多言語化、鉄道駅のバリアフリー
化に対しても補助金の交付を行っています。

計 画 課

各 課 の 紹 介

写真は電車線高さ測定作業の様子ですが、施設の許認可・検査に加え、
車両の許認可、踏切道の安全確保に関する業務など幅広い業務を担当し
ています。

10月14日の鉄道の日に向けて、鉄道事業者、関係団体とともに四国
「鉄道の日」実行委員会を組織し、施設見学会など多彩な行事を実施し
ています。

　高松琴平電気鉄道、香川県及び沿線３市４町がまち

づくりと連携した新駅整備や複線化事業など持続可能

性・利便性の高い公共交通ネットワークへの再構築を

図る計画を法律に基づき認定するとともに、国も財政

的支援を実施し、まちづくりと連携した鉄道ネット

ワーク形成に取り組んでいます。

鉄道による輸送の安全・安心が確保

されるための検査、監査を実施して

おり、併せて施設、車両の更新に対

する支援、利用者の利便向上に繋が

る施策の推進などの鉄道を支える

業務を担っています。

鉄道部
R a i l w a y  D e p a r t m e n t　

　計画課で主に四国管内の鉄軌道事業者に対する補助金
業務を担当しています。具体的には、各事業者からの要
望を精査し、交付までの手続きを支援するとともに、書
面審査や現地確認を行い、補助金の適正かつ効率的な執
行を図っています。鉄道業務は本局でのみ行っているた
め各４県の業務処理や相談対応を行うため大変な面もあ
りますが、四国の鉄道を支える重要な役割を担ってお
り、やりがいをもって仕事ができています。

四国の鉄道を支える

鉄道とまちづくり

鉄道部　Railway Department10 Railway Department　鉄道部 11

鉄道から人・物
四国のかけはしに

※計画課以外は技術職で構成されています



鉄道施設の安全審査
　鉄道等の施設が新設された場合や変更があった場合の許認
可業務として、基準への適合性の確認を行っています。大規
模な場合は現地で完成検査を実施します。

鉄道施設の減災対策・復旧支援
　鉄道施設の耐震対策を推進するため、橋梁や高架橋の耐震
対策費用の一部を補助しています。
一度災害が発生した場合には、被災状況の調査や復旧作業の
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技術・防災課
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計画課

各 課 の 紹 介

写真は電車線高さ測定作業の様子ですが、施設の許認可・検査に加え、
車両の許認可、踏切道の安全確保に関する業務など幅広い業務を担当し
ています。

10月14日の鉄道の日に向けて、鉄道事業者、関係団体とともに四国
「鉄道の日」実行委員会を組織し、施設見学会など多彩な行事を実施し
ています。

　高松琴平電気鉄道、香川県及び沿線３市４町がまち

づくりと連携した新駅整備や複線化事業など持続可能

性・利便性の高い公共交通ネットワークへの再構築を

図る計画を法律に基づき認定するとともに、国も財政

的支援を実施し、まちづくりと連携した鉄道ネット

ワーク形成に取り組んでいます。

鉄道による輸送の安全・安心が確保

されるための検査、監査を実施して

おり、併せて施設、車両の更新に対

する支援、利用者の利便向上に繋が

る施策の推進などの鉄道を支える

業務を担っています。

鉄道部
R a i l w a y  D e p a r t m e n t　

　計画課で主に四国管内の鉄軌道事業者に対する補助金
業務を担当しています。具体的には、各事業者からの要
望を精査し、交付までの手続きを支援するとともに、書
面審査や現地確認を行い、補助金の適正かつ効率的な執
行を図っています。鉄道業務は本局でのみ行っているた
め各４県の業務処理や相談対応を行うため大変な面もあ
りますが、四国の鉄道を支える重要な役割を担ってお
り、やりがいをもって仕事ができています。

四国の鉄道を支える

鉄道とまちづくり
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鉄道から人・物
四国のかけはしに

※計画課以外は技術職で構成されています



事業の許認可・運賃関係
　トラック運送業界の適正かつ安全な運営を確保するため許
認可等の業務を行っています。事業を健全に運営することが
出来るか慎重に審査します。
　物流基盤を支え、物流の円滑化を図るとともに、安全性・
公正性を促進し、地域社会や経済活動を支えることを目的に
しています。

適正な取引の推進
　トラック運送事業の大多数は中小事業者です。適正な取引
を阻害する疑いのある荷主企業・元請事業者の監視を強化す
るため、「トラック・物流Ｇメン」による荷主企業・元請事
業者への「働きかけ」「要請」等を行います。

貨 物 課

事業者監査・街頭監査
　事業の適正な運営確保を目的に道路運送法等に基づく監査
を行い、法令違反が認められれば車両の使用停止など行政処
分を行います。街頭監査ではバス運転者の健康状態など輸送
の安全確保の状況を確認するため、出発前の貸切バス等の車
両に抜き打ちで立入りを行います。

運輸安全マネジメント評価
　事業者が輸送の安全確保のための安全管理体制を適切に構
築しているかを確認し、事業者へ評価･助言を実施します。事
業者はＰＤＣＡサイクルに基づき、事業の安全確保に向けた
取り組みを進めます。本制度は自動車に限らず、鉄道や船舶
分野においても実施されています。

自 動 車 監 査 官

事業の許認可・運賃関係
　旅客課はバスやタクシーなどの公共交通機関が、安全で快
適かつ効率的に運行されるよう事業計画の審査や運賃の審査
などの許認可業務を行い、適切な運行が維持されるよう指
導・監督します。

補助金交付業務
　地域交通の維持・発展やバリアフリー化、キャッシュレス化など
の受入環境の整備を目的とした補助金交付業務を担っていま
す。地域住民や観光客にとって欠かせない交通手段の確保、持
続可能な交通インフラを支えるための重要な取り組みとなって
います。公共交通サービスが安全かつ確実に提供されるよう補
助金をはじめ、幅広い業務に取り組んでいます。

交通事故による被害者を救済するための「自賠責保険」制度のPRや、
無保険車による事故、ひき逃げ事故の被害者に対しては政府保障事業に
より救済を行っています。

旅 客 課

各 課 の 紹 介

トラック運送事業をめぐる現状及び物流の「２０２４年問題」への対応
について各地で関係者への説明会を開催しています。

　トラック・物流Gメンは自動車交通部貨物課に所属する専門

職員で、トラック運送業界の適正運営を確保するための監督

や指導を行う役割を担っております。

　四国運輸局では１３名体制（本局５名、各運輸支局２名ずつ）

でトラック・物流Ｇメンが活動しており、トラック事業者等への

聞き取り調査や目安箱への情報提供など、違反の原因となる

行為を行う荷主や元請けに対する働きかけを行っています。

　物流の安全・公正・環境配慮の実現に向けて、現場での活動

を通じて業界の未来を支える重要な役割を果たします。

バス・タクシー・トラック事業者に関する法令遵守状況、安全管理体制
等を監査・指導し、輸送の安全性向上や業界の健全な発展を支える役割
を担っています。

バス・タクシー・トラック事業の安全か

つ確実な運行を確保するため、許認

可や監査を通して事業者への指導・

監督を行っています。自動車交通部

は地域の生活や経済活動を支える

「交通の要」としての自動車交通を支

える重要な役割を担っています。

自動車交通部
R o a d  T r a n s p o r t  D e p a r t m e n t

　旅客課で主にタクシー（介護タクシー）の許認可業務を
担当しています。当初はタクシー独自の制度や専門用語に
慣れるのに苦労しましたが、安心して利用できる公共交通
機関を目指して法律や法令を学びながら業務に励んでいま
す。四国の市街地から中山間地域、離島まであらゆる地域
で旅客や貨物を輸送するための事業用自動車が活躍してい
ます。
　安全安心な陸上輸送を確保することは勿論、自動車業界
が発展することや皆さんの生活を支える一助となるよう業
務に取り組んでいます。

地域の交通を支える窓口

トラック・物流Ｇメンの活動
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旅客と物流の
安全安心を守る
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リコール関係
　自動車の不具合情報の収集はもちろん、警察や消防など関
係機関と連携し設計・製造過程が原因と考えられる事故車両
の調査や、自動車メーカーから販売店への不適切な作業指示
（リコール隠しやヤミ改修）の有無、販売店から自動車メー
カーへ不具合情報を適切に報告しているかなどの調査も行っ
ています。

基準緩和自動車の認定
　災害応急対策や災害復旧で使用する自動車、新幹線などの
鉄道車両や橋梁など分割できない物品を輸送する自動車な
ど、安全基準をクリアできない自動車については運行の安全
性を確保するための制限や条件を付して、安全基準を緩和す
る認定を行っています。

技 術 課

登録業務の調整
　自動車検査証作成にあたっての管理・運用業務を行ってい
ます。また、自動車の保有台数や新車新規登録台数などの統
計関係の業務も行っています。

各種手続きのDX化
　車検証の交付を受けるためには運輸支局へ出向き手続きを
行う必要がありますが、車検証を電子化することで、運輸支
局に出向くことなく使用者氏名や住所の変更、民間車検工場
では車検証の有効期間を更新することができるなどのメリッ
トがあり、自動車ユーザーや関係事業者の利便性向上のた
め、自動車登録手続きのデジタル化に取り組んでいます。

管 理 課
自動車運送事業の安全対策
　自動車運送事業者（緑ナンバーのトラック、バスおよびタクシー）の
運行管理者が行う運転者点呼の安全性向上や労働環境改善に資する 
ICT機器を利用した遠隔点呼・自動点呼などの普及に向けた取り組み
や、自動車の車両管理を行う整備管理者に対する講習を企画し実施す
るなど、事業用自動車の事故防止に努めています。運転者や車両、走
行環境や運行管理などの要素から事故発生の要因を分析し、事故の
再発防止策の立案を行う「自動車運送事業に係る要因分析事業」も
行っています。

自動車の環境対策
　カーボンニュートラルの実現に向けた取組みとして、環境性能に優
れた電気バスなどの車両や充電設備の導入支援を実施するなど、地
域交通のグリーン化に向けた次世代自動車の普及を促進しています。

保 安 ・ 環 境調整官

自動車整備事業の審査・監督
　自動車の特定整備を行う事業を営むための「認証」、認証
を受けた者が国土交通省が行う車検の一部を代行する「指
定」の審査・監督（監査）業務を行っています。事業者の法
令違反が確認された場合は行政処分を行い、自動車整備事業
の秩序が適正に維持されるよう、事業者・業界の指導を行っ
ています。

不正改造車の排除・点検整備の推進
　騒音等の環境悪化や道路交通の秩序を乱す要因となる不正
改造車が無くなり、点検整備により安全な自動車が使用され
るよう、自動車ユーザー等に対して不正改造の防止・排除や
適切な点検・整備の実施に関する啓発活動を行っています。

自動車整備に係る技能の向上を図るため、自動車整備士養成施設（専門
学校等）の指導・監督を行うとともに、自動車整備士技能検定試験を
行っています。

整 備 ・ 保 安 課

各 課 の 紹 介

不正改造車の排除や不正軽油の撲滅、車検切れ車両の指導・警告等を目
的に街頭検査を行っています。

　地域公共交通が直面するドライバー不足などの課題に対応す

る手段の一つとして、自動運転移動サービスが期待されていま

す。令和６年には、愛媛県で運転者を必要としない自動運転車（レ

ベル４）の運行が開始されるなど、四国各県においても自動運転

の社会実装に関する取り組みが積極的に行われています。

　自動車技術安全部では、自動運転移動サービスの事業を行う

地方自治体などに対して、技術的な課題に対する助言や必要な手

続きに関するサポート、課題の集約など関係機関と連携し、安全

かつ円滑な事業ができるよう支援を行っています。

自動車の技術的な部門として、自動

運転車両の審査、自動車の不具合情

報の収集、不正改造車の排除等の業

務を通じて、自動車の安全性向上に

貢献しています。

※管理課以外は技術職で構成されています

自動車技術安全部
M o t o r  V e h i c l e  E n g i n e e r i n g  a n d  S a f e t y  

D e p a r t m e n t

　人口減少・少子高齢化に伴うドライバー不足により、住民
や観光客の移動手段である地域公共交通は減便や廃止が
進み、危機的な状況にあります。これらの課題解決の一つと
して自動運転移動サービスが期待されており、事業を行う地
方自治体や関係機関などと連携し、地域コミッティを通じて、
事業開始に向けた課題や対策などについて情報を共有、議
論し、それぞれに異なる走行環境や自動運転車両に応じた、
きめ細かい支援を行っています。
　また、新技術を搭載した自動運転車は構造が特殊で、現行
の安全基準をクリアすることができないケースもあること
から、審査した上で基準緩和自動車の認定も行っています。

自動運転社会実装を目指して

自動運転の推進
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リコール関係
　自動車の不具合情報の収集はもちろん、警察や消防など関
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各 課 の 紹 介
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造船業の許認可業務
　造船業を新たに行う場合や施設の拡張、船舶を建造する際
の許認可を行っています。また、船舶に搭載するエンジンや
ボイラーなどを製造する舶用工業を営む際にも届出が必要と
なり、それらの審査業務を行います。

モーターボート競走の指導監督
　モーターボート競走法に基づき明るく楽しいレジャーとし
て発展していくよう公正かつ安全な競技運営と施設の改善、
環境の美化・整備等について指導しています。四国管内には
２つのボートレース場と６つの場外発売場があり、定期的に
立入りや調査等を行っています。

船 舶 産 業 課

求人求職紹介・雇用保険業務
　ハローワーク業務は労働局の管轄となりますが、船員につ
いては「海上労働の特殊性」から運輸局で業務を行っていま
す。求人求職の紹介や雇用保険の失業給付の認定業務などに
ついて窓口に来られた方や電話での問い合わせへの対応を
行っています。

船員派遣業の許認可、補助金業務
　船員を他事業者に派遣を行う場合には国土交通大臣の許可が
必要です。許可なく派遣を行っている場合は違法な船員労務供
給を行っていることとなり罰則の対象となります。その他、新
規船員の確保・育成を積極的に実施することに対して、国によ
る補助金という形で事業者の取り組みを支援しています。

船 員 労 政 課

許認可・運賃関係業務
　旅客船や内航船など新たな事業を始める場合に加え、定期
航路のダイヤ変更や減便などを行う際には運輸局への申請が
必要となりそれらの審査を行います。また、フェリー・旅客
船については運賃を変更する場合にも申請が必要となり、こ
れらの認可業務を行います。

離島航路補助事業
　四国には多数の離島航路がありますが、利用者が少ない分
赤字航路が多く存在しています。離島住民の交通確保は大変
重要であり、離島航路を航行する船舶事業者に対して補助金
の交付を行っています。また、補助金が適正に利用されてい
るか確認するために監査を行っています。

小学生向けの海洋教室を毎年開催しています。職員による講座のほか操
舵室見学や舶用エンジンの工場見学など海事のことを深く知ってもらう
機会を創出しています。

海 運 ・ 港 運 課

各 課 の 紹 介

海の駅の利用振興を目的としたイベントやプレジャーボートを利用した
災害時の救援物資輸送訓練なども自治体と協力しながら行っています。

　海事産業の業界では人材不足が顕著です。船員や

造船業などの人材確保は喫緊の課題として力を入れ

ている分野となっています。例えば、海事産業に携

わる女性の方々（通称：フネージョ）を集めた座談

会を開催しその模様を動画閲覧サイトで公開、小学

生向けの海洋教室や高校生向けの造船所見学会な

ど、ひとりでも多くの海事産業に携わる人材確保を

目的に様々な取り組みを行っています。
毎年、愛媛県今治市で船員向けの合同説明会「めざせ！海技者セミ
ナー」を主催しています。参加企業は年々増加しており業界の一大イベ
ントとなっています。

海事関係業界の健全な発達や海事

思想の普及、振興を目的とした業務

を行っています。主に旅客船・内航

船・造船関係の許認可業務から補助

金による事業者支援、船員向けのハ

ローワーク業務等を行っています。

海事振興部
M a r i t i m e  D e p a r t m e n t

　海運・港運課で、旅客船の許認可や補助金の業務を
行っています。海事振興部の特色は全国でもトップクラ
スの海事産業を抱えているという点です。数多く離島が
存在するためフェリーや旅客船が多数就航しており、離
島の住民にとって船舶は欠かせません。また、国内輸送
の約４割は内航船により行われているのですが四国は内
航船の一大供給地にもなっています。さらに、日本全体
の船舶建造量約3割を四国が占めており、四国と海事産業
は切っても切り離せない業界となっています。

トップクラスの海事産業

海事産業の人材確保
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の許認可を行っています。また、船舶に搭載するエンジンや
ボイラーなどを製造する舶用工業を営む際にも届出が必要と
なり、それらの審査業務を行います。
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　モーターボート競走法に基づき明るく楽しいレジャーとし
て発展していくよう公正かつ安全な競技運営と施設の改善、
環境の美化・整備等について指導しています。四国管内には
２つのボートレース場と６つの場外発売場があり、定期的に
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船舶産業課

求人求職紹介・雇用保険業務
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いては「海上労働の特殊性」から運輸局で業務を行っていま
す。求人求職の紹介や雇用保険の失業給付の認定業務などに
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存在するためフェリーや旅客船が多数就航しており、離
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免許証交付・資格認定
　船舶を操縦するには船舶の大きさに応じた船舶免許等が必
要となり、その交付事務を行っています。その他、船員手帳
の交付や資格の認定、船員の雇入・雇止の届出事務を行って
います。

就業規則・労使協定
　船舶事業者の就業規則や労使間で締結する労使協定の届出
事務を行っています。職場のルールを定め、労使双方が遵守
することでトラブルを防ぐ役割を果たすなど、これら書類の
役割は重要なものとなっています。

船員労働環境・海技資格課

監査業務
　労働時間や給与などの労働条件が守られているか、船舶が
航行の安全を確保し適正な運航管理が行われているかの観点
から監査を行っており、重大な違反が見つかった場合は行政
処分を行います。また多客期における安全総点検など監査を
強化する期間も設けて事故の未然防止に努めています。

行政相談
　労使間のトラブルを中心に船員等から労働相談を受けま
す。解決が図られるよう調整を行い、双方の事実関係を整理
しながら事業者への是正などを命じます。

日本籍船の構造や設備等の検査を行います。専門知識を活かして安全基準や環境基準に適合している
か確認します。

所有権などの権利関係を明らかにし、税の計算や安全確認をする上で基準となる船舶の大きさ「総ト
ン数」を算定し確定させます。

日本の港に入港する外国船に対して国内の航行が安全に行えるかどうかの観点から検査を行います。
乗組員は外国人のため英語を駆使しながら検査を行うのが特徴です。

運 航 労 務 監 理 官

船舶検査証書・船舶国籍証書の交付
　日本籍船として航行するためには、船舶登録を受け船舶国
籍証書の交付を受けなければなりません。また、自動車と同
じように一定の期間内に検査を受ける必要があり、検査に合
格すれば船舶検査証書が交付されます。これら証書交付に向
けた申請及び証書交付の事務処理を行っています。

油賠保険の加入確認
　日本国内の海難事故による海洋汚染の保証を行う保険への
加入が、法律により義務づけられています。特に外国船によ
る事故の場合、汚染状態のまま放置されるトラブルを防ぐた
め外国船が日本国内に入港する際には保険の加入確認を行っ
ています。

国内法や条約を根拠とした各種証書は船内への備え付けが義務化されて
おり安全運航には欠かせないものとなります。

船 舶 安 全 環 境 課

各 課 の 紹 介

窓口では来庁者に加え、電話対応も同時並行で行うため丁寧かつスピー
ディな対応が求められます。

　2022年4月に発生した知床遊覧船の事故を契機と

して、旅客船の安全対策が更に求められています。国

土交通省では、海上運送法等の関係法令改正により、

人の運送を行う船舶運航事業者に対する新たな教育訓

練の実施や運航管理者等の資格者証・試験制度の導

入、違反点数制度の創設といった対策を行うこととし

ました。四国運輸局では定期的に検査や監査を行い、

事故の未然防止に向けて安全運航の維持や労働環境の

改善等を図っています。

夏季多客期や年末年始などフェリー等の利用客が増加する前の時期に、
技術職と合同で安全総点検を行っています。
海上の労働基準監督官のような役割を担っています。

船舶検査や監査により、船舶の安全

確認及び海洋環境保全を図るととも

に、船員に求められる各種資格の認

証、海技士国家資格の発給等を行っ

ています。その他、国内に寄港する

外国船舶に対しても、立入監督を実

施します。

海上安全環境部
M a r i t i m e  S a f e t y  a n d  E n v i r o n m e n t  D e p a r t m e n t

　運航労務監理官として船舶や事業者への立入監査を
行っています。日本船舶で働く船員の労働条件の遵守、
作業環境に関わる雇用会社の労務上の措置、旅客や荷物
を運ぶ事業者が適切に運航の可否を判断し、船舶での作
業等の安全基準を遵守しているかなどの確認をしていま
す。当部では監査業務のほか、技術職が行う船舶検査等
による安全確認、船舶免許証の発行等の窓口業務など、
海上輸送に不可欠な船舶、その担い手の人員の安全確保
のため、行政職と技術職が協力し業務に取り組んでいる
のが特徴です。

海上輸送の安全のために

安全対策について
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外国船舶監督官
（技術職及び行政職）

安全安心な運航
環境保全を図る
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　四国４県に支局と愛媛県に海事事務所が２官署存在し、庁舎毎で自動車・海事関係の業務が分かれていま

す。また、許認可・監査・窓口業務が中心であり、車検証の交付等を行う登録業務は支局のみで行っています。

本局と比較して少人数体制となるため、他部門の職員も協力しながら業務を行っており、本局からのフォロー

体制も整えています。事業者や一般の方々と接する機会が多いため、窓口対応のスキルや幅広い知識を習得

することができます。

支局・海事事務所
B r a n c h  O f f i c e  a n d  M a r i t i m e  O f f i c e

　香川運輸支局登録部門で、自動車の登録業務を担当していま
す。自動車ユーザーの皆様は引っ越しや結婚などで住所や名前
が変わったとき、自動車を譲り受けたとき、自動車を使わなくなっ
たときなど様々なタイミングで登録を受ける必要があります。登
録部門では登録申請に必要な書類の相談を受けたり、窓口に提
出された申請書類を細かく審査して、車検証を交付することを主
な業務としています。運輸局の組織の中でも国民の皆様と接す
る機会がかなり多い部門になるため、専門用語を噛み砕いて分か
りやすく説明することを心がけています。窓口で案内した方から
感謝の言葉をいただくこともあり、やりがいのある仕事です。

皆さんに身近な自動車窓口

　高知運輸支局海事部門で海運事業や船舶・船員事務を担当し
ており、私は主に船員事務に携わっています。船を操縦するため
には資格や免許が必要で、申請書類を確認して資格の認定や免
許証を交付したり、船員さんの失業認定や職業紹介などを行って
います。大きな旅客船や貨物船だけでなく、釣りなどのレジャーで
小さな船を操縦するのにも免許が必要なため、船のお仕事をさ
れている方に限らず幅広い方のご対応をしています。
　船が安全に航行するためにはこれらがとても重要で、私たちの
生活を支える海運を船員事務の面から支えることができ、日々や
りがいを感じながら業務に取り組んでいます。

窓口を通して海運を支えます

給与や福利厚生、職員の採用から業

務上の契約や予算管理など四国運

輸局の業務を維持するための総合

的な業務を行っています。行政

サービスを維持するうえで欠かせ

ない業務となっています。

総務部
G e n e r a l  A f f a i r  D e p a r t m e n t

　人事課で主に福利厚生（社会保険の手続き・給付関係・人
間ドック等）を担当しています。総務部は運輸局だけではなく
ほとんどの官庁にある部署だと思いますが、職員一人ひとり
が気持ち良く仕事をするために必要不可欠な業務を担って
います。“当たり前”の仕事を“当たり前”にすることの難しさ
も感じますが、職員が元気に働いている姿がモチベーション
になっています。
　また、他部署の職員とコミュニケーションを取る機会も多い
ため、人と関わることが好きな方にもおすすめの部署です。

縁の下の力持ちとして
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　安全防災・危機管理課では災害等について運輸局とし

て行うべき対応に向けて防災体制を強化しています。近

年では地震や鳥インフルエンザ等において情報収集と

運輸で必要となる支援を目的に自治体の災害対策本部

へ職員を派遣しました。また、四国以外の災害でも能登

半島地震において応援要員を派遣するなどしています。

今後起こりうるとされる南海トラフ地震への対応など、よ

り体制の強化が求められています。

災害対応について

運輸局を支える
欠かせない仕事

総 務 課
人 事 課
会 計 課
安全防災・危機管理課
広 報 対 策 官

局の総合調整、庁舎の管理

職員の人事・給与・福利厚生事務

予算、支出負担行為、契約、国有財産の管理

交通の安全の確保、交通に関する防災及び危機管理

行政情報の提供・公開、広報

各課の業務について
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8:30
電話対応
求人・求職や雇用保険の手続き
に関するお問合せがあります。
電話対応は顔が見えないからこ
そ明るく対応します。

10:00
窓口対応
電話対応と並行して窓口に船員
や事業者の方が来庁されます。
必要な書類を案内し、相手に伝
わりやすい説明を心がけてい
ます。

12:00
昼食
待ちに待ったお昼休みです。職
場でお弁当を食べたり、外食し
たりとその日の気分に合わせて
過ごします。

海事振興部
船員労政課

8:30
出前講座の準備
香川県トラック協会、JAFの皆
さんと協力して小学生を対象に
出前講座を実施します。使用す
る道具等を準備します。

10:00
出前講座
トラックの役割や省エネ、交通安
全について出前講座を行います。
小学生が楽しみながら学べるよう
に、明るい雰囲気で分かりやすく
説明することを心掛けています。

12:00
昼食
出前講座を無事に終えて帰局し
ました。午後からも仕事を頑張
るためにしっかり食べます。

交通政策部
環境・物流課

8:30
監査
監査に向けて出発します。許可を受けた自動車運送業者が、遵守す
べき法令に則って適切に事業を行っているか確認をしに行きます。

12:00
昼食
午前中は監査で外出していたの
で、そのままお昼ご飯を食べま
す。出張先では色んなお昼ご飯
が食べられるので楽しみです。

13:00
打ち合わせ
毎年、求職者と企業を集めて合
同企業説明会を開催していま
す。イベントが円滑に進むよう
に段取りを確認します。

14:30
資料作り
イベント参加者用の案内資料や
当日のアナウンス原稿を作成し
ます。分かりやすい資料になる
ように工夫します。

16:00
イベント準備
イベントは毎年今治で開催され
ています。会場に持って行く資
料や掲示物の準備をし、漏れのな
いよう荷物を車に詰め込みます。

13:00
窓口相談
倉庫を新設する場合等に事業
者が事前相談に来ることがあ
ります。手続きの案内や注意
事項等を適切に伝える必要が
あります。

14:00
審査
法令や運用方針に基づいて書類
の内容に問題がないか、先に提
出があったものから順番に審査
します。

16:00
登録通知書の
発行・交付
審査完了後は、登録通知書を発行し
て事業者へ交付します。これで事業
者は倉庫業を営む事が出来ます。

13:00
報告書の作成
午前中の監査の内容をまとめ
て監査官内で共有します。
今回の監査では違反事項が見
つかったため行政処分を検討
します。

14:00
書類の確認
行政処分を行うためには正確な
書類精査も必要です。関係法令
等に照らし合わせながら処分の
適法性・妥当性を判断します。

16:00
打ち合わせ
明日の監査に向けて事前打ち合
わせをします。監査は入念な事
前準備が重要です。
忘れ物をしないようにしっかり
準備します。

自動車交通部
自動車監査官

M e s s a g e

窓口業務が忙しい時は大変
ですが、そのおかげで自身
の対人スキルの向上や事業
者の方との関係を築くこと
に繋がっています。また、
感謝されることがこの業
務のやりがいだと感じて
います。

M e s s a g e

法令や運用方針に基づいて
書類の審査をするため丁寧
さが必要になります。事業
者の方から相談があった際
は分かりやすく説明できる
ように心がけています。

M e s s a g e

事故を起こさないために、
法律に基づいて安全に事業
が行われているかどうか
しっかり確認する必要があ
ります。現場で事業者の方
と関わる機会が多いので、
生の声を丁寧に聞くように
心がけています。

職員の１日　～１da y ～
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運輸局のみならず、本省や自治体等で働くチャンスもあり
実際に出向している職員もいます。

他の行政機関での勤務を経験することで、様々な業務の視
点や行政スキルの習得が可能となっています。他フィール
ドでの職員の活躍を促進し、それらの経験を運輸局に還元
することで組織としてのプレゼンス向上に繋がることが期
待されています。

24 25

出向を希望された理由を教えてください！
本省での仕事に携わる中で、地方運輸局でできることや課題などを改めて見つめ直すこと
ができるのではないかという漠然な思いで希望しました。単純に東京ライフに憧れがあっ
たというのも本音ですが、都会の荒波に揉まれつつ経験を積んでパワーアップしたいと考
えています。

出向された感想を教えてください！
本省では、スピード感を持って効率的に働いている人が多い印象です。必ずしも運輸局で
行われている業務と直結した仕事に携われるわけではありませんが、出向先では業務への
取り組み方を学び、より多くの人と交流し、一皮も二皮も剥けて四国運輸局に戻るつもり
です！

出向を希望された理由を教えてください！
運輸局職員として働く上で、国ではない違うフィールドにも挑戦したいと思っていまし
た。特に離島航路の補助金関係で自治体の方と関わる機会が多かったため、そちら側での
経験も得られれば更に公務員としての仕事の幅も広がると思い希望をしました！

出向された感想を教えてください！
自治体の方々は特定の地域の利益増進のために多岐にわたる分野で働かれており、より地
域密着型の業務を行っていると感じました。私の仕事観にも良い影響を与えてくれていま
すし、おこがましいですが、この経験を運輸局に還元できればと思っています。

本局或いは支局の係員として業務を行い
ます。上司や先輩から業務を学びつつ、
主担当を持ちながら経験を積みます。

支局において係長級として昇任し分野
毎に責任ある仕事を現場の最前線とし
て行っていきます。

本局において係長としての経験を積み
ます。本省や支局からの対応を行いつ
つ、係員の教育なども行いながらより
責任のある仕事を行います。

本局或いは支局において分野毎のプロ
フェッショナルとして経験や適性に応
じて能力を発揮するポジションに従事
します。

また、高度な知識や判断力、若手の指
導能力などを有する幹部候補として育
成されます。

高度な知識や判断力、指導力を身に付
け意欲や実績に応じて管理監督職員と
して能力を発揮していきます。

各支局等や部署における長として、各
職員の育成から決裁権者としての責任
のある仕事を行います。

採用後は、係員として本局・運輸支局または海事事務所に配属されます。
配属後は、2～ 3年のサイクルで人事異動となることが多く
様々な運輸・観光行政に携わりながらスキルアップをしていきます。

部長・次長
支局長 等

課長級（支局）
課長級（本局）

専門官
課長補佐係長級（本局）

係長級（支局）
係員

※毎年出向の希望調査を行っています
※出向期間は２～３年が多くなっています

R6 本省物流・自動車局へ出向

R5 高知県へ出向
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人材育成
人材育成基本方針に基づいて職員一人ひとりのスキルアップを図ることで
四国運輸局に求められる多様な業務に意欲的に取り組む人材を育て、
四国の発展に貢献します。

WLB の推進
積極的な有給休暇取得や残業時間の縮減に取り組んでいます。育児時間勤務等の柔軟な働
き方が推進されており、近年は男性職員の育児休業取得が年々増加する等WLB実現に向け
た取り組みが進められています。

プロジェクトチームについて

有給休暇取得者の声

各部の垣根を越えて、運輸業界で抱える課題の解決に向けたプロジェクトチーム（PT）が発足しています。広報特派員PTでは、
局内広報誌「４U」の作成やSNSでの発信を主に行っており資料作成や広報のスキル向上が図られています。また、人材確保PT
では運輸・観光産業が直面している深刻な人手不足の課題の改善を支援することを目的とした人材確保支援サイトを運営してい
ます。

研修制度
採用後、公務員としての資質を高める研修や運輸局が関わる
業界についての実地研修が用意されています。また、配属先
に関連する専門的な知識習得を目的とした研修も数多くあ
り、千葉県柏市にある国土交通大学校で実施される研修に参
加することが出来ます。

原則４週間の総労働時間（155時間）の範囲内で各勤務日に
おける始業と終業時間を職員が選択することが出来ます。必
ず勤務しなければならないコアタイム以外であれば任意で始
業・就業時間を選択出来るため業務とのバランスをとりなが
ら勤務が可能です。

小学校就学前の子供を養育する場合、１日２時間の範囲内で
勤務時間を短縮することが出来ます。短縮した分の給与は減
少しますが朝夕の送り迎えや子供の行事などの際に有効活用
が可能です。

GWや年末年始と組み合わせての大型連休
や急な用事でも容易に取得が可能です。

17時台～18時台に帰宅する職員が多く十分
に余暇や育児の時間を持つことができます。

年々男性の育児休業取得者が増えており
近年のトレンドとなっています。

様々な研修メニューがあるので専門的な知識が無くても安心して業務を行うことが可能です
※これらは一例で多数の研修があります

◎新規採用者研修
　（運輸局の概要、倫理、応接マナーなど）

◎実地研修　　　　
　（バリアフリー研修、フェリー見学など）

◎運輸モード別事務研修
　（自動車、海事、鉄道など）

◎行政スキル、会計研修

◎係員研修

◎初任・中堅係長研修

◎課長研修　　　

階層別研修分野別研修新規採用者向け研修

人材確保支援サイト打ち合わせ 広報特派員作成　局内広報誌「4U」

育児時間

フレックスタイム

有給休暇の取得率 １ヶ月あたりの残業時間 男性職員の育児休業取得率

年間平均　

14.4日 67％

以下データは令和6年実績

「1か月に1日」取得することを目標に、採用1年目のころから積極的に活用
しています。職場全体で年休消化を行っていこうという動きがあるので、遠
慮なく取得することができています。土日祝と一緒に取得することで大型
連休にすることもあります。1年目の夏季休暇（3日間）の際には、年休も合
わせて取得し、1週間のお休みをいただいて富山旅行へ行きました。

社会人になってからも長い休暇を取得できるのはとてもありがたいです。
また、1時間単位で休暇の取得が可能なため通院や急な用事にも対応でき
ます。

0時間

17％
1～10時間

41％
11～20時間

26％

21～30時間

11％

31時間

5％

育児時間 育児時間
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国土交通省共済組合に加入となり、年金や健康保険等の制度が適用されます。
また、共済組合は貯金、貸付、保険や会員契約による各種サービスの提供等の事業を実施しています。

共済保険が適用となり医療費は３
割負担となります。また、高額医
療制度などにも対応しており職員
の負担を抑えることが可能です。

出産時の給付金が育児休業中の
給与補填など安心して育児を送
られるような制度設計となってい
ます。

共済積立貯金では給与からの差
し引きにより一定の利率にて貯
蓄が可能です。その他、住宅ロー
ンなどの貸付、福利厚生により
娯楽施設などの特典などがあり
ます。

各官署の勤務地には四国財務局が管理する公務員宿舎があり
世帯用、独身用、単身用などに分かれています。希望すれば
入居可能で、知らない土地においても安心して入居すること
が出来ます。また、民間の住宅などに入居する場合には
28,000円を上限として住居手当が支給されます。

公務員宿舎について

■ 初 任 給　一般職(大卒程度試験)　 220,000円~ 
　　　　　　 一般職(高卒者試験)　    188,000円~  ※初任給は職歴等により加算されます
　　　　　　　　  

■ 賞　　与　6月、12月に支給されます

■ 昇　　給　年1回(勤務成績に応じて昇給額は変わります)

■ 勤務時間　8時30分~17時15分

■ 休　　日　毎週土・日曜日、祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)

■ 年次休暇　年間20日(4月1日採用の場合は15日)
　　　　　　 年20日まで翌年に繰り越し可能(最大40日)

病気・けが 出産・育児休業 その他サービス

一概には言えませんが、２～３年に一度の頻度で
人事異動となる職員が多い傾向となっています。
なお、必ずしも転居を伴うものではなく、同じ官
署内での異動や同県内の官署間異動となる場
合もあります。
また、希望の勤務地や部署については年に一度
希望調査を行っており、各職員の事情に配慮し
ながら人事異動が考えられています。

Q.01 人事異動の頻度は？

陸上交通に関する業務を行っていた職員が海
上交通や公共交通、観光など他分野に異動と
なることはあります。異なる分野でも他部署で
身に付けた知識が役に立つことは多いです。
様々な分野を経験する職員や特定の分野を中
心に経験を積んでスペシャリストになる職員も
います。

Q.03 担当分野は固定？

四国運輸局では卒業済の方や民間企業・官公
庁等の社会人経験者など幅広く採用を行って
おり、実際に活躍している職員が多数います。

異なるフィールドでの経験をぜひ当局で活かし
ていただければ思います。

Q.06 既卒採用はありますか？

事前知識等は特段無くても問題ありません。
採用後は各種研修や職員による OJT などを通
じて必要な知識を習得しながら経験を積んで
いきます。専門分野にはなりますが現在活躍し
ている職員も皆さんと同じ立場でしたのでご安
心いただければと思います。

Q.02 採用に必要な知識は？

理系出身であれば技術職のイメージがあるか
もしれませんが、学歴や出身の学部は関係な
く行政職でも理系出身の職員は多数在籍して
います。主にハードに関することは技術職が担
いますが、連携して業務を行うこともあり理系
で得た知識を活用出来る場面もあります。

Q.04 理系でも OK ？

国家公務員のため専門的な分野で業務を行う
こととなります。また、四国全体に関わる仕事
に従事しながら、本省などとも連携し国が進め
る施策に関わることが出来ます。

Q.05 自治体等との違いは？

上記のほか「扶養手当」「通勤手当」「住居手当」「超過勤務手当」「単身赴任手当」等が支給されます
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職場の雰囲気は？

四国運輸局の魅力は？

志望したきっかけ

入省前のイメージとの違い

四国運輸局のオフィシャルマスコットキャラクター「ぴヨンちゃん」が令和４年に誕生しました。
組織のパフォーマンスとプレゼンス向上に向けて四国運輸局の理念を定義しその想いをキャラクターに込めました。

X や Instagram を通して運輸局や業界の取り組み
を発信しています。各部で行っている業務やイベン
ト情報、採用情報やぴヨンちゃんの日常のつぶやき
も見れますので是非チェックしてください！

○分からない所は先輩に聞きやすい雰囲気があり、
仕事がやりやすいです！
○同期と一緒にお昼を食べるなど職員間の仲が良
いのが特徴だと思います。
○スポーツ系のサークルがあり、普段関わらない職
員の皆さんとも仲良くなることが出来ます。　

○派手な業務ばかりではないですが、国民の皆様
や四国のためになるという実感を感じています。
○部署によって業務内容が違いますが、運輸の分
野で幅のある経験を積むことが出来るのがいいと
思います。
○有給休暇がとりやすく、男性の育休取得も進んで
いるなどワークライフバランスの良さを感じます。

○説明会で風通しのよさそうな雰囲気を感じました！
○生活に不可欠な公共交通機関を守る大切さを感
じました。
○専門性があり運輸のプロフェッショナルとして業
務を行えることに魅力を感じた。　

○部署によっては出張が多いです！
○聞いていたより女性職員が多く感じます。
○若手でも主担当があり大変な面もありますが
　やりがいをもって働く事が出来ています。

とてもよい

68％

雰囲気・人間関係

54％

職場の雰囲気、職員の人柄

78％

仕事の内容

38％
職場の

雰囲気、人柄

33％

運輸行政への興味

18％

仕事の充実さ

42％

ふつう、あまりよくない、全然よくない、その他 0％

ワークライフバランス 4％

理系でも就職できること 4％

女性職員の多さ 13％
その他（サポート体制、部署ごとの違い、残業の有無、特になし） 16％

まぁまぁよい

32％

四国運輸局X ぴヨンちゃん X 四国運輸局
採用 Instagram

人事担当者からのメッセージ
　「運輸局」という言葉を普段の生活で聞く機会は少ないかもしれませんが、何気なく使用する公
共交通機関に深く関わっていることが少しでも伝われば嬉しく思います。

　我々の役割は時代に沿って変化しています。安全安心を守ることはもちろん、時代に応じて行政
サービスを高めていくにはアイディアを出し合い、周囲と協力しながらより良い施策のために汗を
流せる人材が必要です。

　我々と一緒に、四国の未来のためにチカラを発揮しませんか？

ひよこに懸けた想い

ひよこは、成長途中の小さな生き物
です。これから、たゆまぬ研鑽で四国
は小さいながらもいつまでも成長し
ていきますという願いを込めていま
す。また、各県鳥料理や地鶏が有名で
あることからも「食」等で観光を盛り
上げていきたいという想いを込めて
います。

はっぴに懸けた想い

はっぴ＝お祭り＝盛り上げていくとい
う点から、四国の地域や社会を盛り上
げていきたいという願いを込めてい
ます。また、HAPPYにもかけていて、
地域のみなさまが幸せになるように
共にとりくんでいきたいという願いも
あります。また、カラーリングは香川
はオリーブのグリーン、徳島は藍や渦
潮のブルー、愛媛はミカンのオレン
ジ、高知はよさこい鳴子のレッドで、
配置バランスも考えて四国を表現し
ています。また、このはっぴを八十八
カ所の白衣に見立て、一目で四国の
キャラクターであると想像することが
できます。

電車のパンタグラフ（鉄道）

八十八カ所巡礼菅傘（観光）

八十八カ所巡礼金剛杖（観光）

自動車の車輪（自動車）
船のイラスト（海事）



30 31

職場の雰囲気は？

四国運輸局の魅力は？

志望したきっかけ

入省前のイメージとの違い

四国運輸局のオフィシャルマスコットキャラクター「ぴヨンちゃん」が令和４年に誕生しました。
組織のパフォーマンスとプレゼンス向上に向けて四国運輸局の理念を定義しその想いをキャラクターに込めました。

X や Instagram を通して運輸局や業界の取り組み
を発信しています。各部で行っている業務やイベン
ト情報、採用情報やぴヨンちゃんの日常のつぶやき
も見れますので是非チェックしてください！

○分からない所は先輩に聞きやすい雰囲気があり、
仕事がやりやすいです！
○同期と一緒にお昼を食べるなど職員間の仲が良
いのが特徴だと思います。
○スポーツ系のサークルがあり、普段関わらない職
員の皆さんとも仲良くなることが出来ます。　

○派手な業務ばかりではないですが、国民の皆様
や四国のためになるという実感を感じています。
○部署によって業務内容が違いますが、運輸の分
野で幅のある経験を積むことが出来るのがいいと
思います。
○有給休暇がとりやすく、男性の育休取得も進んで
いるなどワークライフバランスの良さを感じます。

○説明会で風通しのよさそうな雰囲気を感じました！
○生活に不可欠な公共交通機関を守る大切さを感
じました。
○専門性があり運輸のプロフェッショナルとして業
務を行えることに魅力を感じた。　

○部署によっては出張が多いです！
○聞いていたより女性職員が多く感じます。
○若手でも主担当があり大変な面もありますが
　やりがいをもって働く事が出来ています。

とてもよい

68％

雰囲気・人間関係

54％

職場の雰囲気、職員の人柄

78％

仕事の内容

38％
職場の

雰囲気、人柄

33％

運輸行政への興味

18％

仕事の充実さ

42％

ふつう、あまりよくない、全然よくない、その他 0％

ワークライフバランス 4％

理系でも就職できること 4％

女性職員の多さ 13％
その他（サポート体制、部署ごとの違い、残業の有無、特になし） 16％

まぁまぁよい

32％

四国運輸局X ぴヨンちゃん X 四国運輸局
採用 Instagram

人事担当者からのメッセージ
　「運輸局」という言葉を普段の生活で聞く機会は少ないかもしれませんが、何気なく使用する公
共交通機関に深く関わっていることが少しでも伝われば嬉しく思います。

　我々の役割は時代に沿って変化しています。安全安心を守ることはもちろん、時代に応じて行政
サービスを高めていくにはアイディアを出し合い、周囲と協力しながらより良い施策のために汗を
流せる人材が必要です。

　我々と一緒に、四国の未来のためにチカラを発揮しませんか？

ひよこに懸けた想い

ひよこは、成長途中の小さな生き物
です。これから、たゆまぬ研鑽で四国
は小さいながらもいつまでも成長し
ていきますという願いを込めていま
す。また、各県鳥料理や地鶏が有名で
あることからも「食」等で観光を盛り
上げていきたいという想いを込めて
います。

はっぴに懸けた想い

はっぴ＝お祭り＝盛り上げていくとい
う点から、四国の地域や社会を盛り上
げていきたいという願いを込めてい
ます。また、HAPPYにもかけていて、
地域のみなさまが幸せになるように
共にとりくんでいきたいという願いも
あります。また、カラーリングは香川
はオリーブのグリーン、徳島は藍や渦
潮のブルー、愛媛はミカンのオレン
ジ、高知はよさこい鳴子のレッドで、
配置バランスも考えて四国を表現し
ています。また、このはっぴを八十八
カ所の白衣に見立て、一目で四国の
キャラクターであると想像することが
できます。

電車のパンタグラフ（鉄道）

八十八カ所巡礼菅傘（観光）

八十八カ所巡礼金剛杖（観光）

自動車の車輪（自動車）
船のイラスト（海事）



2025 
採用案内

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
Shikoku District Transport Bureau.

国土交通省 四国運輸局

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
Shikoku District Transport Bureau.

国土交通省 

♯未
来に

届け
る

♯四国から
♯交通

と観光
を

〒760-0019  香川県高松市サンポート3番 33号 高松サンポート合同庁舎南館

TEL.087-802-6716

四国運輸局

https://wwwtb.mlit.go.jp/shikoku/annai/saiyou.html

Mail  skt-saiyou@ki.mlit.go.jp

＼　採用情報はこちらから　／

多目的広場

JR高松駅

玉藻
公園

ことでん
高松
築港駅

JRホテル
クレメント高松

サンポート
ホール

高松シンボル
タワー

四国運輸局


